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9:00～12:00／13:00～17:00

身上保護

日常生活自立支援事業に関する相談

5358

判断能力が十分でない方の、福祉サー
ビスの利用援助や日常的な金銭管理
などのサービスを提供します。

判断能力が十分でない方の財産や権利
を守るため、成年後見人などが本人の
生活を支援します。



神戸市認知症診断助成制度コールセンター

（月～金）8:45～17:30 ※祝日・年末年始除く
078-945-7431

※要支援1・2の方はあんしんすこやかセンター及び一部のえがおの窓口、要介護1～5の方はえがおの窓口が相談窓口です。


